
 岩手県収用委員会事務局の設置等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 19 年３月 30日 

                                            岩手県知事 増 田 寛 也 

岩手県規則第 32号 

   岩手県収用委員会事務局の設置等に関する規則の一部を改正する規則 

 岩手県収用委員会事務局の設置等に関する規則（平成 18年岩手県規則第 52号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（職及び職務） （職及び職務） 

第４条 次の表の左欄に掲げる職を事務局の必要に応じて

置くものとし、事務吏員をもって充て、その職務は、同

表の右欄に掲げるとおりとする。 

第４条 次の表の左欄に掲げる職を事務局の必要に応じて

置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりと

する。 

 ［略］   ［略］  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、平成 19年４月１日から施行する。 
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